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届出フォーム利用マニュアル 
（建設リサイクル届） 

 

 

＜代表的な手続きの流れ＞ 

 下図の通り、「届出の提出」から「届出済証の受取り」までが一連の手続きとなります。提出日

の翌営業日までに中央区が不足書類等の確認を行います。不足等があった場合は収受ができ

ませんのでご注意ください。窓口で直接ご提出いただいた場合と処理期間に違いは生じませ

ん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

＜届出の提出＞ 

１ 中央区のホームページより、各届出のページに掲載された URLから、入力フォームにアク

セスします。 
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※後述の申請状況の照会により、随時処理の状況を確認することができます。 
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２ メール認証を行います。 

 

 

３ 入力フォームにて届出の提出を行います。  

① フォームに基づいて必要事項を入力し、届出書類等のデータを添付してください。 

 

 

 

受信したメールのリンクから

届出の提出に進みます。 
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② 入力が完了しましたら、「次の画面へ進む」をクリックしてください。 

（必須事項の入力は省略できません） 

 

 

③ 入力が完了しましたら、「確認画面へ進む」をクリックしてください。 

（必須事項の入力は省略できません） 

 

 

④ 入力した内容に誤り等がないか、確認します。ページ下部の「１つ前の画面に戻る」を

クリックすると、入力内容の修正を行うことができます。入力内容に問題がない場合

は、ページ下部の「送信」をクリックしてください。 
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⑤ 以下の送信完了画面が表示されると、登録したメールアドレス宛に送信完了を知ら

せる旨のメールが届きます。メールに記載の「受付番号」と「パスワード」は以降の手

続きの際に必要となりますので、大切に保管してください。中央区が順次審査を開始

しますので、次の連絡があるまでしばらくお待ちください。なお、メール本文のリンク

から申請状況を随時照会することができます。 

 

 

 

  

 

 

 

受信したメールのリンクから

申請状況を照会できます。 
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＜不足資料等の追加・届出内容の補正＞ 

届出について補正の必要がある場合は、ご連絡させていただきます。メールの場合は、「【要

対応】申請内容のご修正のお願い」が届きます。メール本文のリンクから申請状況照会フォーム

に進み、補正依頼の内容を確認します。修正作業完了後、同様のフォームから申請内容を修正

します。 

以降の手順は＜届出の提出＞と同様です。中央区が順次審査を開始しますので、次の連絡

があるまでしばらくお待ちください。 

 

 

 

 

 

 

受信したメールのリンクから

申請状況照会フォームに進み

ます。 

 

 

 

受信したメールに記載のパス

ワードを入力します。 
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＜届出済証の受取り＞ 

 中央区の審査が完了しましたら、「申請に対する電子文書発行のお知らせ」のメールが届きま

す。その場合は、メール本文のリンクから申請状況照会フォームに進み、届出表紙、届出済証 

(電子文書)をダウンロードしてください。これですべての手続きが完了となります。 

ダウンロードした届出済証は印刷し、建設業者許可票等と併せて工事現場に掲示してください。 

届出表紙は工事完了まではお手元で用意した副本と一緒に保管してください。 

 

 

 

補正依頼の内容をご確認く

ださい。 

修正依頼の内容を確認後、申

請内容を修正してください。 


